
西条市工場立地法第４条の２第２項の規定に基づく準則を定める条例に 
おける第４種区域の範囲を定める規則 

西条市工場立地法第４条の２第２項の規定に基づく準則を定める条例における第４

種区域の範囲は、次の表のとおりとする。 
第４種区域の範囲 

大字 地番 
船屋乙 ２０番地４ ２０番地８ ２０番地１３ ２１番地５ 
下島山甲 １１３８番地 １１３９番地１ １１３９番地２ １１４０番地

１１４０番地２ １１４８番地２ １２００番地２ 
福武甲 １８０番地１ ２００番地 ２０１番地１ ２１０番地１ ２１

０番地２ ２３３番地 ２４７番地１ ２９７番地１ ２９７番

地２ ４２６番地２ 
氷見乙 
 

６４１番地 ６４３番地１ ６２７番地１ ６２７番地３ ６２

７番地６ ６２９番地 ６４３番地６ ８８０番地１ ８８０番

地２ ８８０番地３ ８８４番地２ ８８５番地２ ８８６番地

１ ８９０番地４ ８９２番地２ ８９３番地２ 
丹原町関屋甲 ４２４番地１ ４３８番地 ４３９番地１ 

   附 則 
 この規則は、平成２４年７月１日から施行する。 


